
　本会では、会員及び役員が本会の開催する総会、理事会等の会議又は研修会等

に出席又は参加中に被ったケガや特定疾病に対して保険金を支払う保険に加入い

たしましたので、ご案内いたします。

　対象条件等は、以下のとおりです。

○　対象条件

　　①本会理事会、支部長会、各部委員会会議等の出席

　　②本会総会の出席

　　③本会研修会等の参加

　　④本会会員相談室等の相談員

○　保険金額（傷害・疾病とも同じ）

　　災害死亡補償　　　　　 １０,０００,０００円

　　後遺障害補償　最高　　 １０,０００,０００円

　　療養補償（入院日額）　　 　１０,０００円

　　療養補償（手術）　　手術の種類により入院日額の１０倍・２０倍・４０倍

　　療養補償（通院日額）　　 　５,０００円

○　手続き

　傷害又は疾病が生じた場合、直ちに本会事務局総務課（ＴＥＬ：０３－３３５６－

４４６２）までご連絡ください。

　事故発生の日からその日を含めて３０日以内にご連絡のない場合は、保険金がお

支払いできない場合があります。

※１　本会厚生部行事（支部対抗野球大会、ゴルフ大会）及び本会の税務支援活

動にかかる無料税務相談の参加については、別途保険に加入しているので対

象外です。

※２　支部主催の会議・研修会等は対象外です。ただし、本会と共催であれば対

象となります。

総　務　部

保険金をお支払いできない

主な場合
保険金をお支払いする場合

故意・重過失／被補償者の自殺行

為・闘争行為・犯罪行為／被補償

者の麻薬・あへん・大麻・覚せい剤・

シンナー等の使用／被補償者の無

資格運転・酒酔い運転／戦争・暴

動／保険契約の始期直前１２カ月以

内に医師の治療を受け、また治療

のために医師の治療を受け、また

は治療のために医師の処方に基づ

く服薬をしていた疾病と医学的に

因果関係のある特定疾病

など

対象条件中に偶然発生した本会会員・役員の障害（注１）または特定疾

病（注２）（「補償適用の原因（注３）」といいます。）　に対して、保険金

をお支払いします。

対象となる損害

補償適用の原因が生じた直接の結果として、その補償適用の原因が生じ

た日から、その日を含めて１８０日以内に本会会員・役員が死亡した場合。

災害死亡

補償保険金

補償適用の原因が生じた直接の結果として、その補償適用の原因が生じ

た日から、その日を含めて１８０日以内に本会会員・役員に後遺障害が生じ

た場合。支払割合は後遺障害の程度に応じて決定します。

後遺障害

補償保険金

補償適用の原因の治療を直接の目的として入院した場合。補償適用の原

因が生じた日からその日を含めて１８０日以内の入院日数が対象となりま

す。

入院日額

療
養
補
償
保
険
金

療養補償保険金（入院日額）が支払われる場合で、補償適用の原因が生

じた日からその日を含めて１８０日以内に、補償適用の原因の治療のため

に所定の手術を受けた場合。療養補償保険金（入院日額）に手術の種類

に応じて定めた倍率（１０倍、２０倍、４０倍）を乗じた額とします。ただし、

１事故に基づく補償適用の原因につき、１回の手術に限ります。

手術保険金

補償適用の原因の治療を直接の目的として通院した場合。補償適用の原

因が生じた日からその日を含めて１８０日以内の通院日数に対して、９０日

を限度とします。

通院日額

（注３）補償適用の原因：本会会員・役員が会議参加中および

その往復途上に被った損害または特定疾病。

【用語の説明】

（注１）障害：会場での転倒によるケガをした場合、会議参加

中の急性心筋梗塞を発病して入院した場合、　会議に参加する

途上で交通事故に遭った場合など

（注２）特定疾病：次の疾病をいいます。

急性虚血性心疾患（いわゆる心筋梗塞）、急性心不全等の急性

心疾患／くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患／気胸、過換

気症候群等の急性呼吸疾患／細菌性食中毒／日射病・熱射病等

の熱中症／低体温症／脱水症

―
特
に
留
意
す
べ
き
事
項
と

最
高
裁
の
新
た
な
判
断
―

は
じ
め
に

平
成
２１
年
６
月
２６
日
、
国
税

庁
長
官
か
ら
各
国
税
局
長
等
に

宛
て
て
、「
平
成
２１
年
度
に
お
け

る
事
務
運
営
に
当
た
り
特
に
留

意
す
べ
き
各
事
業
年
度
に
共
通

す
る
事
項
に
つ
い
て
（
平
２１
・

６
・
２６
官
総
１－
３９
ほ
か
）
」

と
、「
平
成
２１
事
務
年
度
に
お
け

る
課
税
部
（
部
門
）
の
事
務
運

営
に
当
た
り
特
に
留
意
す
べ
き

事
項
に
つ
い
て
（
平
２１
・
６
・

２６
課
総
２－

２８
ほ
か
）
」
と
い

う
２
件
の
「
指
示
」
が
発
遣
さ

れ
ま
し
た
。

検
索
は
【
そ
の
他
】【
通
達
】

の
区
分
に
キ
ー
ワ
ー
ド
「
特
に

留
意
す
べ
き
事
項
」
で
検
索
で

き
ま
す
。

目
次
は
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
税
務
会

計
フ
ォ
ー
ラ
ム
発
言
番
号
８
２

５
３
に
掲
示
し
て
あ
り
ま
す
。

http
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こ
の
指
示
に
お
い
て
は
、
職

員
全
員
が
、
こ
れ
ら
の
特
に
留

意
す
べ
き
事
項
の
内
容
を
十
分

に
理
解
し
た
上
で
、
担
当
事
務

を
的
確
に
実
施
す
る
と
と
も

に
、
各
事
務
系
統
間
の
連
携
・

協
調
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
課

税
部
門
全
体
と
し
て
効
果
的
な

事
務
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、「
指
示
」
と
は
、
平
成

１２
年
５
月
２４
日
に
発
遣
さ
れ
た

国
税
庁
訓
令
第
１
号
の
第
３
条

（
行
政
文
書
の
類
型
）
の
６
号

に
「
職
務
上
の
命
令
で
、
個
別

の
事
務
の
取
扱
い
又
は
運
営
に

関
す
る
具
体
的
な
命
令
事
項
と

な
る
も
の
（
平
１７
・
６
・
２１
改

正
）
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
す
（
こ
の
訓
令
は
、【
そ
の

他
】【
通
達
】
で
キ
ー
ワ
ー
ド

「
訓
令
」「
指
示
」
で
検
索
し
、

読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
）
。

１
�
特
に
留
意
す
べ
き

事
項

課
税
部
門
の
「
特
に
留
意
す

べ
き
事
項
」
の
中
で
は
、
次
の

箇
所
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま

す
。２

�
審
理
事
務
の
充
実

�

審
理
能
力
の
向
上

各
税
法
の
平
成
２１
年
度

改
正
に
つ
い
て
研
修
等
を

適
切
に
実
施
す
る
と
と
も

に
、
調
査
担
当
者
に
対
し

て
は
、
審
理
能
力
の
向
上

の
た
め
、
①
判
決
や
裁
決

に
お
い
て
取
り
消
さ
れ
た

事
案
の
調
査
審
理
上
の
問

題
点
、
②
判
決
に
お
い
て

新
た
に
示
さ
れ
た
法
解

釈
、
③
事
実
認
定
に
関
す

る
裁
判
所
や
審
判
所
の
考

え
方
な
ど
局
関
係
課
か
ら

の
情
報
を
基
に
、
局
署
審

理
専
門
官
等
を
活
用
す
る

な
ど
し
て
よ
り
実
践
的
な

研
修
を
実
施
す
る
。

こ
こ
で
は
、
判
決
や
裁
決
に

お
い
て
取
り
消
さ
れ
た
事
案
の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。納

税
者
の
主
張
が
認
容
さ

れ
、
課
税
処
分
が
取
り
消
さ
れ

た
裁
決
の
内
容
を
税
務
署
に
周

知
す
る
こ
と
の
有
益
性
に
つ
い

て
は
、
既
に
平
成
１２
年
１１
月
、

当
時
の
総
務
庁
行
政
監
察
局
に

よ
り
「
税
務
行
政
監
察
結
果
報

告
書
」
の
中
で
「
公
表
の
拡
充

の
余
地
」
と
し
て
「
審
査
請
求

に
お
け
る
裁
決
の
内
容
に
つ
い

て
は
可
能
な
限
り
公
表
案
件
を

拡

充

し

て

い

く

必

要

が

あ

る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
最
高
裁
で
も
破

棄
判
決
が
相
次
い
で
い
る
現

在
、
納
税
者
、
税
理
士
に
と
っ

て
も
、
見
過
ご
せ
な
い
問
題
が

提
起
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ま

す
。

２
�
最
高
裁
の
新
た
な

判
断

平
成
２２
年
６
月
３
日
、
最
高

裁
は
、
固
定
資
産
税
に
関
す
る

国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い

て
、
新
た
な
判
断
を
示
し
ま
し

た
。本

件
は
、
上
告
人
所
有
の
冷

凍
倉
庫
の
固
定
資
産
税
等
に
つ

き
、
昭
和
６２
年
度
か
ら
平
成
１３

年
度
ま
で
、
一
般
用
の
倉
庫
と

し
て
評
価
を
誤
っ
た
違
法
が
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
誤
り

に
つ
い
て
過
失
が
認
め
ら
れ
る

と
主
張
し
て
、
所
定
の
不
服
申

立
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
、
被

上
告
人
に
対
し
、
国
家
賠
償
法

１
条
１
項
に
基
づ
き
、
上
記
各

年
度
に
係
る
固
定
資
産
税
等
の

過
納
金
及
び
弁
護
士
費
用
相
当

額
の
損
害
賠
償
等
を
求
め
た
と

い
う
事
案
で
す
。

最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷

は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
原

審
に
差
し
戻
ま
し
た
。

「
行
政
処
分
が
違
法
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
国
家
賠
償
請

求
を
す
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
行
政
処
分
に
つ

い
て
取
消
し
又
は
無
効
確
認
の

判
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
当
該
行
政
処

分
が
金
銭
を
納
付
さ
せ
る
こ
と

を
直
接
の
目
的
と
し
て
お
り
、

そ
の
違
法
を
理
由
と
す
る
国
家

賠
償
請
求
を
認
容
し
た
と
す
れ

ば
、
結
果
的
に
当
該
行
政
処
分

を
取
り
消
し
た
場
合
と
同
様
の

経
済
的
効
果
が
得
ら
れ
る
と
い

う
場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
ら
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
い
固
定

資
産
の
価
格
の
決
定
及
び
こ
れ

に
基
づ
く
固
定
資
産
税
等
の
賦

課
決
定
に
無
効
事
由
が
認
め
ら

れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公

務
員
が
納
税
者
に
対
す
る
職
務

上
の
法
的
義
務
に
違
背
し
て
当

該
固
定
資
産
の
価
格
な
い
し
固

定
資
産
税
等
の
税
額
を
過
大
に

決
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
損
害
を
被
っ
た
当
該
納
税

者
は
、
審
査
の
申
出
及
び
取
消

訴
訟
等
の
手
続
を
経
る
ま
で
も

な
く
、
国
家
賠
償
請
求
を
行
い

得
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。
」

３
�
国
家
賠
償
請
求
に

つ
い
て

戦
前
に
お
い
て
は
、
国
は
誤

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
大
前
提

に
立
ち
、「
国
家
無
責
任
の
原

則
」
又
は
「
公
権
力
無
責
任
の

原
則
」
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

昭
和
２２
年
に
定
め
ら
れ
た
現

在
の
国
家
賠
償
法
は
、
全
部
で

僅
か
６
条
と
い
う
短
い
法
律
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ

の
第
一
条
に
お
い
て
、
国
又
は

公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に

当
た
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務

を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は

過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に

損
害
を
与
え
た
と
き
は
こ
れ
を

賠
償
す
る
と
定
め
て
い
ま
す
。

４
�
国
賠
訴
訟
の
検
索

方
法

①
キ
ー
ワ
ー
ド
「
認
容
」

国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
請
求
の
一
部
が

認
容
さ
れ
た
も
の
２１
件
、
全
部

が
認
容
さ
れ
た
も
の
６
件
が
収

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
家
に
賠
償
を
求
め
て
訴
訟

を
提
起
す
る
の
で
す
か
ら
、
通

常
の
取
消
訴
訟
と
は
異
な
り
、

課
税
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る

と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
国
家
賠
償
の
場
合

に
は
、「
一
部
取
消
し
」
で
は
な

く
、「
一

部

認

容
」
又

は
「
認

容
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
ま

す
。

②
キ
ー
ワ
ー
ド
「
期
間
制
限
」

国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い

て
は
、
３０
年
に
わ
た
り
過
大
徴

収
が
続
い
て
い
た
平
成
２１
年
４

月
２３
日
の
名
古
屋
高
裁
判
決

や
、
平
成
４
年
２
月
２４
日
の
浦

和
地
裁
判
決
（
八
潮
判
決
）
な

ど
が
通
常
の
期
間
制
限
を
超
え

て
、
納
税
者
の
国
家
賠
償
請
求

を
認
め
て
い
ま
す
。

③
キ
ー
ワ
ー

ド
「
２
２
０
」

「
１
１
０
」

更
に
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
は
、

実
務
家
で
な
け
れ
ば
思
い
つ
か

な
い
よ
う
な
便
利
な
キ
ー
ワ
ー

ド
が
あ
っ
て
、
探
し
て
い
る
キ

ー
ワ
ー
ド
の
頭
に
「
２
２
０
」

を
つ
け
る
と
、
そ
の
争
点
に
つ

き
納
税
者
が
勝
訴
し
た
事
件
の

み
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
一
部
取
消
し
の
場
合
は

「
１
１
０
国
家
賠
償
請
求
」
と

な
り
ま
す
。
で
は
、「
２
２
０
国

家
賠
償
請
求
」
と
い
う
キ
ー
ワ

ー
ド
で
全
税
目
に
わ
た
り
検
索

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
請
求
の
全

部
が
認
容
さ
れ
た
６
件
が
ヒ
ッ

ト
し
ま
す
。

差
戻
し
後
の
高
裁
判
決
の
結

果
に
注
目
し
つ
つ
、
こ
の
新
た

な
判
断
を
実
務
に
生
か
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

朝
倉

洋
子
〔
目
黒
〕

収
録
内
容
に
関
す
る
お
問
合
せ

は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
編
集
室
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